
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２９年９月２６日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 安定水素発生装置 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

当該製品は、利用者の癒しを目的とした健康器具である。 
精製された水を蒸気にし、更に７００℃程度に高温加熱することにより水素と

酸素に分解（熱分解）する。分解された水素を取り出し、空気を取り入れ水素濃

度の高い空気を生成し送り出す。本装置に接続されたホース・空気吸入マスクを

通じて、高濃度水素の空気を体内に取り込み、活性酸素を体外に取り出す効果が

あるとするもの。 
 
○構造、仕様、意匠 

タイマーで設定した時間動作し、タイマーが切れると自動的にヒーターの電源

が切れる。 
 

定格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１ｋＷ 
寸法：幅３００ｍｍ×奥行３１０ｍｍ×高さ５１０ｍｍ 
重量：約１９ｋｇ 

 
○主な使用者、販売先 
一般消費者 

 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、交流用電気機械器具の「医療用物質生成

器」として取り扱う。 
 

 

（理由） 

発生する気体（水素）による健康増進の効果・効能を宣言する製品であることか

ら、「医療用物質生成器」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

 

 

 

 

 
 


